
再犯防止に向けた取組について
～自立準備ホームの確保と活用～
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１ 再犯の現状と再犯防止対策の必要性・重要性

検挙者に占める再犯者の割合
令和３年 48.６％

令和４年版犯罪白書より 3



犯罪・非行をした人の中には
様々な「生きづらさ」を抱える人がいます。

新受刑者の教育程度

高卒未満
62.9%

高卒以上
37.1%

新受刑者の精神診断

精神障害あり
14.3%

精神障害なし
85.7%

新受刑者の年齢

65歳以上
12.2%

64歳以下
87.8%

新受刑者の犯罪時居住状況

住居不定
18.6%

定住
79.4%

新受刑者の犯罪時就労状況

無職
69.6%

有職
30.2%

仕事や住居がない

約７割が再犯時無職

約２割が再犯時住居不定

高齢である・障害がある 教育程度が比較的低い

１割以上が高齢者

１割以上が精神障害あり

約６割が高卒未満

（出典：平成２８年矯正統計年報）
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犯罪・非行をした人の「生きづらさ」に着目し、
彼らの立ち直りを支援する取組

「再犯防止対策」

【 本人の反省・努力 】
犯罪の責任等を自覚

犯罪被害者の心情等を理解
自ら社会復帰のために努力

新たな被害者を生まない、安全・安心な社会の実現

【 周囲からの支援 】

就労の確保 住居の確保

修学の支援
保健医療・福祉
サービスの提供

保護
観察所
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令和４年版犯罪白書より
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令和４年版再犯防止推進白書より
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【長崎県】新受刑者に占める６５歳以上の者の割合

長崎県再犯防止推進計画より 8



・法務省が、平成２３年４月から「緊急的住居確保・自立支援対策」として

開始。・あらかじめ保護観察所に登録したＮＰＯ法人等が管理する施設の空室等

を宿泊場所として活用するもの。保護観察対象者及び更生緊急保護申出者を委託。

➡ 宿泊場所を「自立準備ホーム」と呼ぶ。

・保護観察所からの委託により、宿泊場所と毎日の生活支援を一体的に提供

（食事の提供も含む）する。

・全国で５０６事業者が登録（令和５年４月１日現在）。

・委託保護の期間は更生保護施設に準じる。

（一人当たりの平均在所期間は６８．２日／令和４年度）

■自立準備ホームとは

2  緊急的住居確保・自立支援対策

一時的な居住支援
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・登録施設 （令和５年８月現在）

９法人１６施設（各施設：２～５名で登録）

内訳：ＮＰＯ法人 ２法人、株式会社 ３法人

社会福祉法人 ２法人、合同会社 １法人

一般社団法人 １法人

区分：障害 ４法人、高齢 １法人、依存症（薬物

等）３法人、少年 １法人

所在地：長崎市、佐世保市、諫早市

・委託実績 （平成２８年～現在） ８４名の委託を実施

【課題】・高齢者が入所可能な施設の開拓

・所在地に偏りがあるため、各市町に確保したい

３ 長崎県における自立準備ホーム登録及び活用状況
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令和３年４月１日 社会福祉法 改正

重層的支援体制整備事業 創設

令和３年３月２９日 重層的支援体制整備事業と保護観察所等との連携について（通知）

（厚労・援護局地域福祉課長）

令和３年３月３１日 多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について（通知）

（厚労 ４部局長通知）

既存の社会福祉施設や福祉サービス事業所等において、定員の空き
を活用して、本来の業務に支障の無い範囲で社会参加に向けた支援
対象者を受け入れる場合の考え方が示されている。

属性を問わない
包括的な支援

令和３年９月１７日 福祉サービス事業所等を自立準備ホームとして活用する場合の取り
扱いについて（事務連絡）
（厚労・援護局地域福祉課 地域共生社会推進室）

自立準備ホームの開拓に係る参考事項について（事務連絡）
（法務省保護局更生保護振興課保護調査官）

刑務所
出所者等
も含み得る

４ 多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について
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【活用が想定される福祉サービス事業所】

刑務所出所者等の受入義務が生じるものではないことから，登録自体によって，指定基準等に抵
触したり，財産処分手続が必要になったりするものではない。実際の刑務所出所者等の受け入れ
が，一時使用に該当する範囲内で行われるのであれば，指定基準等には抵触せず，財産処分の手
続も必要ない。
ただし，指定等事業の利用者の利用を制限して，自立準備ホームとして専用受入枠の居室を確

保するような取扱いが行われた場合には，指定基準等への抵触や，財産処分手続が必要になる。

利用者数に応じて報酬や委託費等が算定されている事業の場合，自立準備ホームとしての受入れ
に関して保護観察所から支弁を受けた委託費は，指定等事業において請求する報酬と調整を行う
必要はない。

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、認知症グループホーム、障害者グループホーム、自立援
助ホーム、保護施設（救護施設等）、無料定額宿泊所（日常生活支援住居施設を含む）、その他

【施設整備の財産処分には該当しない】

詳細については、４部局長通知を御確認ください。

【指定等事業の報酬・委託費等との関係について】
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自立準備ホームの登録について、お気軽にお問合せ下さい。

長崎保護観察所 ０９５（８２２）５１７５


